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集団資源回収のコーディネート事業について 

集団資源回収は、ごみの減量やリサイクルのほか、地域コミュニティの

活性化にもつながる重要な取組です。

平成 30年 4月より多くの市民が参加できるよう、清掃事務所が地域に
対して必要に応じてコーディネートを行うなど、集団資源回収を利用しや

すい環境づくりを進めています。

● 共同住宅入居者への周知 

 共同住宅に入居している方には、自分の住んでいる地域で集団資源回

収を行っていることを知らず、新聞や雑誌・ダンボールの処分の仕方が

分らずに困っている方が多数いらっしゃいます。

集団資源回収を利用することによりごみステーションへの違反排出

の抑制にもつながり、併せて、ダンボール等を分別することにより、ご

みステーションへの分別意識が醸成されることが期待されます。

共同住宅に入居している方にも、集団資源回収へ参加するよう呼びか

けにご協力ください。

● 実施状況(令和元年 9月 30日現在) 

実  施
町内会数 承諾数 未承諾数

32 638 89

所有者等


